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Ⅰ 計画の基本的な事項

第１ 計画策定の趣旨
■徳島県では、平成２３年度から平成２６年度までの４年間の県政運営指針として、

「オンリーワン徳島」の実現に向け、平成２３年７月に「いけるよ！徳島・行動計画」

を策定しました。

■この間、東日本大震災を教訓に、切迫する南海トラフの巨大地震を迎え撃つ「とくしま

ゼロ作戦」の加速化や、県民医療の「最後の砦」となる県立３病院の改築をはじめとした

安全安心の確保、全国屈指の「光ブロードバンド環境」による情報通信関連産業の集積

など、本県の強みを活かした経済成長戦略の展開、あるいは、本四高速道路への「全国

共通料金制度の導入」の実現など、計画に盛り込んだ各種施策の推進に全力で取り組ん

できました。

■人口減少や超高齢化問題に直面する中、「オンリーワン徳島」の実現に向けて進めて

きたこれらの実績をベースとして、徳島ならではの取組みに更に磨きをかけながら、将来の

本県が目指すべき姿と、その実現に向けてこれから４年間で取り組む施策を示す「新未

来『創造』とくしま行動計画」を策定するものです。

第２ 計画の基本理念
■基本理念は、「『一歩先の未来』を具現化するオンリーワン徳島の実現」 です。

■「可能性の宝庫・徳島」の魅力に、あらゆる分野で更に磨きをかけ、本県の取組みを

もう一段高い次元へ進化させるとともに、「課題解決」の処方箋を徳島から全国に発信し、

「地方創生」ひいては「日本創生」を実現する「とくしま回帰」の流れを創出すること

により、全国に先駆けた「一歩先の未来」を県民の皆様とともに歩み、世界に“新しい

価値観”を発信する「オンリーワン徳島づくり」を進めます。

第３ 計画の性格
■「新未来『創造』とくしま行動計画」は、県政運営指針として、県が進める政策の

基本的な方向をまとめたものであり、「徳島県版・総合戦略」をはじめとする個々の

計画に対し、最上位の総合的な計画として、毎年度の予算編成や事業の立案などの基本

となるものです。
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第４ 計画の構成
■「新未来『創造』とくしま行動計画」では、

・本格的な人口減少社会の到来やグローバル化の進展など、本県を取り巻く環境が大きく

変化する中、本県の現状や今後の課題を的確に把握したうえで、「徳島の目指すべき

将来像」を県民と共有し、その実現に向けた道筋を示す「長期ビジョン編」

・「長期ビジョン編」を踏まえ、手の届く未来である「１０年程度先」を見据えた

「近未来の成長戦略」である「中期プラン編」

・「中期プラン編」を達成するために当面取り組むべき重点施策を、具体的な数値目標や

達成年度などの工程で明示した「行動計画編」

の三層構造からなり、今後の県政を計画的に推進していくための基本となります。

２０６０年頃の

「目指すべき将来像」
長期ビジョン編

手の届く未来である
中期プラン編

「１０年程度先」を見据えた
（平成３６年頃）

「近未来の成長戦略」

当面取り組むべき
行 動 計 画 編

重点施策
（平成２７～３０年度）
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Ⅱ 長期ビジョン編（2060年頃の目指すべき将来像）

第１ 時代の潮流（世界～日本～徳島）

（１）世界の人口爆発と人口減少・超高齢社会到来の日本

世界の人口は、アジア・アフリカを中心に爆発的に増加し、2015年の約73.2億人から、2025年に

約80.8億人、2050年には約95.5億人、また2060年には100億人目前の約99.6億人にまで達すると

予測されており、新興国の経済成長や異常気象ともあいまって、食料・水・エネルギー需要の

高まりや、地球環境への影響が懸念されています。

我が国は世界に例を見ない速さで人口減少と高齢化が進み、人口は2015年の約１億２千７百万人

から、2025年に約１億２千百万人、2050年には約９千７百万人、また2060年には、約８千７百万人

にまで減少し、１億人を割り込むことが予測されています。

年少人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）が減少の一途をたどる一方で、老年人口（65歳

以上）は、第二次ベビーブーム世代が老年人口に入った後の2042年に約３千９百万人でピークを迎え、

その後は一貫して減少に転じ、2050年に約３千８百万人（38.8%）、2060年には約３千５百万人

（39.9％）と、約４割が65歳以上となる見込みです。

政府の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（平成26年12月27日閣議決定）では、中長期

展望として、「2060年に1億人程度の人口を維持すること」が示されています。
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国土交通省「国土のグランドデザイン2050 ～対流促進型国土の形成～」（2014年7月4日公表、

以下「国土のグランドデザイン2050」という。）によると、急激な人口減少によって人口の地域的

偏在が加速し、国土の約６割の地域で人口が半減以下となり、うち３分の１（約２割）の地域では、

人が住まなくなると予測しています。

民間研究機関「日本創成会議・人口減少問題検討分科会」（以下「日本創成会議」という。）の

推計（2014年5月公表）では、2040年には全国896市区町村（49.8%）が「消滅可能性都市（若年女性

（20～39歳）の人口が５割以上減少）」に該当し、うち、523市区町村（29.1%）は人口が１万人未満

となり、消滅の可能性が更に高いとしています。

（出典）国土交通省「国土のグランドデザイン2050（1kmメッシュで見る居住地域）」
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本県では、全国を上回る速度で人口減少・高齢化が進み、2015年の約76万人が、2025年に約69万人、

2040年には約57万人にまで減少すると予測されており、2050年には50万人を割り込むとの試算

（493千人：「国土のグランドデザイン2050」）もあります。

老年人口（65歳以上）は、2015年の約24万人（31.3％）が、2025年に約25万人（35.8％)、2040年

には約23万人（40.2％）となる見込みです。

年少人口（0～14歳）は減少が続き、2015年の約９万人（11.6％）が、2025年には約７万人

（10.1％）、2040年には約５万人（9.2%）にまで減少します。

生産年齢人口（15～64歳）も同様に減少を続け、2015年の約43万人（57.2％）が、2025年には

約37万人（54.1％）、2040年には約29万人（50.5％）となる見込みです。

「国土のグランドデザイン2050」によると、

本県でも人口の地域的偏在が加速し、約７割の

地域で人口が半減以下となり、うち５分の２（約３割）

の地域では、人が住まなくなると予測しています。

また、｢日本創成会議」の推計でも、2040年に

約７割に当たる17市町村について「消滅可能性」

があるとされ、現状のまま推移すれば、本県に

おいても、自治体や地域社会の消滅が現実味を

帯びるといった厳しい状況が懸念されます。

（出典）国土交通省「国土のグランドデザイン2050」
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（２）地球環境問題の深刻化と巨大自然災害

人類に生活の利便性や豊かさをもたらした世界規模での工業化の進展は、一方で、エネルギー

消費の増大による地球温暖化や資源の枯渇、生物多様性の減少といった深刻な地球環境問題を引き

起こしています。

とりわけ、地球温暖化に伴う気候変動の影響により、豪雨や猛暑などの異常気象の頻発といった

自然災害リスクの増大が懸念されるほか、水不足や農作物の収量減少、海面上昇による居住地域の

減少や熱中症や感染症の増加など、人間社会にまで幅広く影響を及ぼすとの予測もあり、温室効果

ガスの削減は、人類共通の喫緊の課題となっています。

我が国においては、今後３０年以内に、首都直下地震（Ｍ７クラス）や南海トラフ巨大地震

（Ｍ８～９クラス）が70％程度の確率で発生することが公表されています。

また、近年、我が国でも、異常気象や大きな自然災害が頻発していますが、今世紀末頃には、

20世紀末頃と比べて年平均気温が2.5～3.5℃上昇し、短時間に降る大雨が増加するといった予測

（気象庁「異常気象レポート2014」〈平成27年3月20日公表〉）もあり、今後、自然災害の危険性が

更に高まることが危惧されます。

こうした確実に迫り来る巨大災害や、高まる自然災害リスクに備えるべく、我が国では、東日本

大震災の教訓も踏まえ、国土の全域にわたる強靱な国づくりを推進するとともに、地球温暖化対策

として、自然エネルギー活用の着実な拡大や森林吸収源対策などに取り組んでいくこととしています。

南海トラフ巨大地震の発生確率が高まる中、本県では東日本大震災の教訓を踏まえた「震災時

死者ゼロ」の実現を目指した取組みを加速させています。

また、台風や豪雨に伴う風水害などの自然災害が懸念されることから、本県の強みであり、災害

に強い特性を有する自然エネルギーを活用した、防災拠点・避難所の機能強化といった災害に強い

まちづくりや、地球温暖化対策や水資源の確保にも寄与する公有林化の推進などにも取り組んでいます。
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（３）科学技術が切り拓く人類の未来

科学技術の進歩は、現代文明の発展や人類の活動領域の拡大をもたらし、私たちの日常生活を

便利で豊かにしました。とりわけ、情報通信技術（以下「ＩＣＴ」という。）の進展は目覚ましく、

世界全体に急速に浸透し、社会や生活のあり方に大きな変化をもたらしています。

今後、ＩＣＴをはじめ、生命科学技術やロボット技術、環境・エネルギー技術など科学技術の

幅広い分野において、社会システムや生活様式を一変させる技術革新が進展すると考えられており、

その成果を人類共通の課題解決や世界全体の持続的な発展のため、最大限活用していくことが期待

されています。

我が国は、現下の喫緊の課題である経済再生のほか、急速に進む人口減少・少子高齢化や地球環境

問題など山積する課題を克服し、将来にわたる持続的な経済成長や、国民が豊かさと安全・安心を

実感できる社会などの実現に向け、科学技術イノベーション政策を強力に推進し、「世界で最も

イノベーションに適した国」を目指すこととしています。

資源に乏しい我が国は、科学技術とその担い手である優れた人材が最大の資源であり、優れた

人材の育成・確保などにより培われる“世界最高水準の技術力”を発揮して、国際社会に貢献して

いく必要があります。

本県では、人口減少や災害への備えなど、直面する様々な課題を解決し、徳島の未来を

切り拓いていくため、県民総ぐるみで科学技術の振興を図っていくこととしており、これまで

育んできた全国屈指の光ブロードバンド環境を活かしたサテライトオフィスや、“21世紀の光源”

ＬＥＤ（発光ダイオード）など、強みとなる科学技術の力を最大限に活用して、徳島から“人類の

未来の創造”に貢献していくことが期待されます。

（４）加速するグローバル化と課題解決先進国“日本”

今後、ＩＣＴの劇的な進歩などにより、グローバリゼーションの流れが一段と加速し、ヒト・

モノ・カネ・情報の流動性が一層高まり、あらゆる面において、国際的な相互依存が深まると同時に、

国家・都市間における世界規模での競争が激化する見通しです。

また、人口の増加や市場拡大などに伴う経済的恩恵の享受が期待できる一方で、「リーマン・

ショック」のように、一国の経済危機が瞬時に世界中に伝播するといった負の側面を併せ持つことに

なります。
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中国やインドといった新興国の台頭や、多国籍企業やＮＧＯなど非国家主体の存在感の高まりに

よる国際的な力関係の変動に伴い、世界の勢力図が大きく塗り替わる可能性があり、国際社会に

おける合意形成が困難となっています。

世界経済は、中国やインドをはじめとするアジアの新興国が牽引し、現在のような成長を持続

することができれば、2060年にはアジアが世界のＧＤＰの50％以上を占めるといった予測がある反面、

全世界的な高齢化の進行により経済成長率は鈍化するともいわれています。とりわけ、世界第二位

の経済大国となった中国の高成長は、生産年齢人口の増加によるところが大きく、今後、高齢化

の進行に伴い経済成長が減速するとの指摘もあり、我が国や本県の将来にも大きな影響を及ぼすと

考えられる中国の今後の政治的・経済的動向に十分留意していく必要があります。

（出典）OECD“GDP：長期ベース予測（Economic Outlook No.95,2014年5月）”
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国際社会における我が国の存在感は、新興国の台頭により相対的に低下し、多極化する世界で

埋没するおそれも指摘されていますが、人口減少・超高齢化や地球環境問題への対応、新産業創出

といった地球規模の課題を我が国が世界に先駆けて解決し、持続可能な社会モデルを世界へ提示

していくことにより、課題解決先進国として確固たる存在感を示していくことが重要です。

2020年開催の「東京オリンピック・パラリンピック」は、変革を遂げた我が国の姿を国際社会に

アピールする絶好の機会であり、あらゆる取組みを加速させていく必要があります。

グローバル化の一層の進展に伴い、世界規模での競争が激化する中、本県では、基幹産業

である農林水産業を将来にわたり魅力ある産業として発展させるため、高い品質を誇る農林水産物の

海外への販路開拓といった輸出強化のほか、国際的な視点を備え世界の様々な分野で活躍する若者

をはじめ、本県の未来を担う人材育成に取り組んでいます。

（５）“新しい価値”を創造していく徳島

我が国の財政は、近年、公債依存度が40%台で推移し、国・地方合わせた長期債務残高では2014年度末

に初めて1,000兆円を超え1,010兆円に達する見込みであり、極めて深刻な状況にあります。

我が国はこうした厳しい財政制約のもと、

人口減少・超高齢社会を迎え、ニーズの多様

化や地域コミュニティ機能の弱体化などの

課題に対し、国民の“幸福の最大化”を図って

いくためには、中央集権体制、東京一極集中

を打破し、心の豊かさやゆとりを重視した、

“新しい価値観”に基づく発想の転換により、

過去の延長線上にはない社会経済システムを

創出していく必要があります。

こうした中、今後、地方が社会経済情勢の変化に対応するためには、地方分権を一層推進し、

住民の意思が直接反映され、地域が個性と多様性を活かした自立的発展を遂げる「真の分権型

社会」の実現が不可欠です。
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本県が激変する社会経済情勢や多様化する県民ニーズに的確に対応し、夢や希望に満ち

あふれた、活力ある自立した地域として成長していくためには、“ｖｓ東京”を旗印に、県民すべてが

“徳島が世界をリードしていく”との気概を共有しながら、人口減少を正面から受け止め、潤いの

ある豊かな地域社会の形成や個性豊かで多様な人財の確保、さらには、魅力ある多様な産業の創出

といった“ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ創生”に積極果敢に挑戦し、そこから得られる達成感・幸福感を“

新たな価値”として世界に発信していくことが求められています。
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第２ 将来ビジョン（2060年頃の姿）

（１）（１）世界へ発信「笑顔のＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」世界へ発信「笑顔のＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」

一人ひとりが夢や希望を持ち、それを実現できる「ひと」を創生する、

県民誰もが「笑顔」あふれる社会

【子どもたちの笑顔が地域にあふれている】【子どもたちの笑顔が地域にあふれている】

・我が国全体に「子どもは宝」という意識が浸透し、若い世代が安心して働き、希望どおりに結婚、

出産及び子育てができる社会経済環境を実現しています。

・テレワークなどの柔軟で多様な働き方や、多彩な幼児教育・保育メニューの選択、経験豊富な

高齢者による育児支援など、地域ぐるみの子育て応援が充実しています。

・子どもたちは、家庭や地域、学校で大切に育まれ、豊かな人間性や社会性を身につけて健やかに

成長し、元気な子どもたちの笑顔があふれています。

【未来を創造するたくましい若者が社会へ巣立っている】【未来を創造するたくましい若者が社会へ巣立っている】

・学校、家庭及び地域の連携や特色ある教育により、生きる力を支える学力や個性はもとより、

多様な価値観への理解や、国際的視野を身につけた多くの若者が、「ふるさと徳島」への誇りを

抱き、世界の舞台で活躍しています。

・ＩＣＴの活用などにより、多様な学習の機会や学びの環境が整えられており、障がいのある子どもたちは、

希望する場所できめ細やかな教育を受けながら、個性や能力を最大限に伸ばしています。

・英語教育や留学、異文化体験によるグローバル人材の育成や、地域や産業界と連携した職場体験

活動などのキャリア教育が、子どもの発達段階に応じて体系的に行われ、グローバルな視点や

勤労観・職業観を身につけながら、未来を創造するたくましい若者が社会へ巣立っています。

【一人ひとりが自立しながら支え合い地域でつながっている】【一人ひとりが自立しながら支え合い地域でつながっている】

・障がい者や高齢者は、買い物支援や介護、見守りといった福祉サービスや地域ぐるみでの支援を

受けながら、住み慣れた地域で安心して自分らしいライフスタイルを送っています。

・元気な高齢者や障がい者の多くは、ソーシャルビジネスの起業や「障がい者マイスター」として

活躍するなど、地域社会の担い手となっています。

・地域全体に世界最先端のＩＣＴインフラ環境が整備されており、ビッグデータなどを有効活用した

質の高い健康・医療・介護サービスや、社会人の学び直しニーズに対応した学習機会等の充実、

ＳＮＳによる社会参加、テレワークといった柔軟で多様な働き方が広がっています。

・ワーク・ライフ・バランスが図られ、様々な分野での女性の活躍やキャリアアップも当たり前に

なっており、男女が互いに尊重し能力や個性を発揮しながら充実した人生を送っています。

・地域住民一人ひとりが、年齢や性別、国籍、障がいの有無等に関わらず、自立しながら支え合い、

地域の絆が強まり、つながることで、ぬくもりのある地域社会が形成されています。
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【健康寿命が延び多様なライフスタイルが実現されている】【健康寿命が延び多様なライフスタイルが実現されている】

・医療技術の進歩により、世界的な課題であった糖尿病を克服し、世界レベルの“研究開発臨床拠点

ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ”として国内外から製薬企業や研究開発機関が集積し、新たな研究

成果を基に先進的な医療・サービスにつなげており、世界の健康長寿にも貢献しています。

・医師・診療科の偏在解消や広域救急医療体制の更なる充実などにより、県民誰もが、いつでも、

どこでも高度な医療サービスを受けられる「安心の医療」が実現しています。

・幼少期からの食育の推進により、バランスのとれた食生活や、適度な運動や健康づくりを楽しむ

習慣が浸透し、生涯にわたっていきいきと生活しています。

・健康寿命が延び、高齢者の多くが自らの経験や知識を活かした社会貢献活動等を行うなど、

地域社会を支えながら充実した日々を過ごすといった多様なライフスタイルが実現しています。

【地域・世代を超えて人の和が広がっている】【地域・世代を超えて人の和が広がっている】

・「共助・共生」の意識が浸透し、福祉や教育、環境保全、まちづくりなど、生活を取り巻くあらゆる

領域で、住民やＮＰＯ、企業をはじめとする多様な主体による活動が地域を支えています。

・住民が日常生活で必要とするサービスは、ＩＣＴ等を活用したソーシャルビジネスを介して提供

されており、住民主体の地域密着型ビジネスとしても成り立っています。

・社会貢献などによる「心の豊かさ」を求める考え方が浸透し、社会や人とのつながりを求める

若者をはじめ多様な主体が様々な｢自立と連携｣を図りながら、地域で課題解決が困難なものは

人的ネットワークなどにより克服し、持続可能で個性豊かな魅力ある地域社会を実現しており、

地域・世代を超えて“人の和”が広がっています。

（２）（２）世界に誇る「強靭（きょうじん）なＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」世界に誇る「強靭（きょうじん）なＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」

豊かな自然に育まれつつ、その脅威から命を守る「まち」を創生する、

安全安心に抱かれた「強靭」な社会

【災害に強くしなやかな県土が広がっている】【災害に強くしなやかな県土が広がっている】

・巨大災害を迎え撃ち、「助かる命」を助けるため、ハード・ソフト両面から県土の強靱化が図ら

れています。

・公共施設や民間建築物の耐震化をはじめ、避難施設や避難路、緊急輸送道路の整備といった事前

防災・減災対策や、集中豪雨や巨大化した台風の到来に備えた河川改修なども進んでおり、災害

に強くしなやかな県土がひろがっています。

【自然の脅威から命を守る地域の絆が結ばれている】【自然の脅威から命を守る地域の絆が結ばれている】

・県内全域において、自助・共助・公助の連携や、自主防災組織による取組みが行われるなど、

地域ぐるみの防災力が向上しています。

・幼少期からの防災教育等により、県民一人ひとりの防災意識が高まっており、地域防災リーダー

を中心に事前復興まちづくり計画の策定や防災訓練が行われるなど、自然の脅威から命を守る

地域の絆が結ばれています。
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【自然の恵みを循環させるスマートな社会が創り出されている】【自然の恵みを循環させるスマートな社会が創り出されている】

・「心の豊かさ」やゆとりのある生活が重視され、住民一人ひとりから社会全体にいたるまで

地球環境や資源の有限性を意識しており、環境にやさしいライフスタイルや社会経済システム

を選択しています。

・エコカーなど環境に配慮した製品・サービスの購入や、モノの所有から必要なときに必要な量だけ

利用する共有（シェア）へと意識が向上しています。

・「燃料電池自動車（ＦＣＶ）」の普及に加え、太陽光をはじめ自然エネルギーが主要なエネルギー源と

なっており、シート状太陽光パネルの農業への導入や、豊富な森林資源を活用した木質バイオマスの

エネルギー利用、浮体式洋上風力発電と漁業との融合による地場産業創出など、あらゆる領域に

おける「エネルギーの地産地消」の普及により、自然の恵みを循環させる“スマートな社会”が

創り出されており、成果を幅広く発信することにより地球環境の改善にも貢献しています。

【豊かな自然と潤いあるふるさとの風景が守られている】【豊かな自然と潤いあるふるさとの風景が守られている】

・適切な汚水処理などにより清潔で快適な生活環境が確保され、豊かな水辺空間を求めて子どもから

高齢者まで多くの人々が訪れ、楽しんでいます。

・公有林化が進んだ森林は、間伐や広葉樹林化により多種多様な生物が生息する豊かな森へと生まれ

変わっており水資源の確保や土砂災害の防止のほか、カーボン・オフセットを活用した温暖化

対策の取組みを進めることなどにより、県民生活に様々な恩恵をもたらしています。

・ブナ林などの貴重な自然林が大切に守られ、ツキノワグマといった希少動物の生息エリアが拡大

するとともに、農林水産業被害を食い止める野生鳥獣の適正管理が行われ、豊かで暮らしやすい

農山村になっているなど、本県が誇る自然環境が将来世代へと大切に引き継がれています。

【安全・安心で豊かな暮らしと食文化が息づいている】【安全・安心で豊かな暮らしと食文化が息づいている】

・農山漁村や中山間地域では、自然環境に配慮した美しい景観を活かした地域づくりが行われて

おり、豊かな自然と潤いあるふるさとの風景が守られています。

・安全・安心な農産物など県産食品の供給や、食品の産地偽装防止対策の強化、幼少期からの食育、

地産地消の浸透により、安全で安心な食生活や豊かな食文化が実現しています。

・「くらしのサポーター」や「消費生活コーディネーター」をはじめ、地域の様々な方々が連携する

消費者被害防止ネットワークにより消費者被害を未然に防ぐとともに、高齢者などの生活弱者

にやさしい買物支援システムの導入などにより、誰にとっても安全・安心で充実した消費生活が

実現しています。

・交通安全運動のほか、特殊詐欺やＤＶ、ストーカー、薬物乱用といった日常生活を脅かす犯罪等

についても、地域住民と警察・行政等が一体となった防犯ネットワークが機能するなど、安全・

安心で豊かな暮らしが息づいています。
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（３）（３）世界とつながる「創造のＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」世界とつながる「創造のＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」

国内外から、魅力的な「まち」に意欲的な「ひと」を呼び込み、

未来を切り拓くイノベーションの渦を巻き起こす「創造」に満ちた社会

【地域の強みを活かした新たな成長ビジネスが産み出されている】【地域の強みを活かした新たな成長ビジネスが産み出されている】

・世界最先端のイノベーション創出環境を求めて、多くのベンチャー企業や研究開発機関が集まって

おり、ＩＣＴや環境・エネルギー、医療・健康分野などを中心に、多様な産業・人材集積を活かした

新産業・新サービスの創出や積極的なグローバル展開が図られています。

・“２１世紀の光源”ＬＥＤや“ジャパン・ブルー”阿波藍を使用した製品や、優れた機能・

デザインが人気を集めている木工家具など、「徳島のものづくり」をはじめ産業の粋を集めた

“ＭＡＤＥ ＩＮ ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ”がクールで高品質というイメージを確立しており、世界中で

で愛されています。

・「安全・安心」、「高品質」、「おいしさ」を誇る徳島の農林水産物が世界でも認められ、海外輸出量

が飛躍的に増大するとともに、企業等による６次産業化や異業種連携など、多様な主体・体制の

拡充により、世界の和食ブームを支えています。

・豊かで良質な森林資源と優れた木材加工技術を背景に、県産材製品の販路が国内はもとより

海外まで拡がったことにより、県産材の生産量・消費量は飛躍的に増加し、川上から川下まで

森林資源を活かした循環型経済システムが確立されています。

・ＩＣＴやロボット技術の導入・活用により、あらゆる産業分野・領域で生産性・品質が飛躍的に

向上するとともに、地域の強みを活かした新たな成長ビジネスを産み出されており、徳島経済は

持続的な発展を遂げています。

【世界をリードするクリエイティブな人財が集う場がある】【世界をリードするクリエイティブな人財が集う場がある】

・世界最高水準のＩＣＴ利活用社会を実現した徳島は、多様な働き方や地域ぐるみのサポート、

豊かな自然を満喫できる快適な居住環境を備えた“世界のクリエイティブセンターＴＯＫＵＳＨＩＭＡ”

として広く知られ、創作活動拠点を求め、世界をリードする多くのクリエイターやデザイナーといった

クリエイティブな人財が集い、徳島の若者たちとも刺激し合いながら、意欲的に「新たな価値」

の創作・発信を行っており、クリエイティブ産業が本県の主要産業に成長しています。

・誰もが自分の価値観やニーズに合った多様な働き方を選択でき、多くの人々が、希望するワーク

スタイルを目指してスキルアップに励みながら自己実現を果たしています。

・ＩＣＴの活用などにより、職業訓練を含む教育を生涯にわたり何度でも自由に受けることが

できます。

【世界に誇る伝統が世代を超えて受け継がれている】【世界に誇る伝統が世代を超えて受け継がれている】

・地域のキーパーソンが中心となり、代々受け継いできた地域資源をベースに多様な人材や異文化

とのコラボレーション・連携を試み、ソーシャルビジネスなどにより６次産業化商品の販売や

観光ビジネス等に取り組んでいます。
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・二地域居住者や修学旅行生はもとより、「徳島ならでは」の魅力を求め、世界中から多くの人々が

訪れ、定住者も増加するなど、活気に満ちあふれています。

・子どもから高齢者まで住民すべてにとって、利便性、快適性に配慮した地域づくりが進んでおり、

日常生活に必要な買物や移動手段などが確保された恵まれた自然環境の中で、豊かな生活を送って

います。

・農山漁村では、地元住民を中心に創意工夫を凝らしながら、“日本の原風景”ともいうべき豊かな

自然や歴史、文化、地域に根ざした行事及び生活習慣など、世界に誇る伝統が世代を超えて受け継がれて

います。

【世界を変えるイノベーションの渦が巻き起こっている】【世界を変えるイノベーションの渦が巻き起こっている】

・世界最先端のイノベーション創出環境のもと、産・学・民・官の叡智を結集して「新たな価値」を

産業化することにより人類が直面する課題を次々に解決しており、徳島から世界を変える

イノベーションの渦が巻き起こっています。

【ＴＯＫＵＳＨＩＭＡが世界のスタンダードに躍進している】【ＴＯＫＵＳＨＩＭＡが世界のスタンダードに躍進している】

・世界から注目されている「あわ文化」は、多様な担い手により、阿波おどりや人形浄瑠璃など、

先人から受け継いできた貴重な財産と様々な文化や価値観との融合が図られ、「新たな価値」を

創造しながら進化し続けています。

・多くの子どもたちが、「あわ文化」をはじめとする国内外の一流の文化芸術に直に触れながら

豊かな心と感性を育み、「ふるさと徳島」への誇りを胸に多くのアーティストが世界を舞台に

活躍しています。

・徳島が誇る世界の強豪「ヴォルティス」と「インディゴソックス」は、多くの日本代表選手や

プロ野球選手を輩出し、世界中の子どもたちの憧れの存在となっています。

・青少年が様々な競技種目の国際大会を間近に体感できるといった恵まれた環境の中で、夢や高い

モチベーションを抱きながら指導を受けることにより、徳島から多くのトップアスリートが世界に

羽ばたいています。

・誰もが、「いつでも、どこでも、いつまでも」芸術や文化、スポーツを楽しみながら、いきいきと

元気に暮らしています。

・「新たな価値」の創造・発信により、世界の発展に貢献し続けている“世界のクリエイティブ

センターＴＯＫＵＳＨＩＭＡ”を目指して、世界中から多くの人々が仕事や留学などで集っており、

身近にいる外国人とも幼少期から交流して多様性を理解し、人間性が豊かになっています。

・「四国８の字ネットワーク」や四国新幹線など、災害時のリダンダンシーの確保にも寄与する

高速交通ネットワークが整備されており、機能が強化された空港・港湾や公共交通機関とも連絡し、

国内はもとより世界との交流が飛躍的に拡大しています。

・我が国が誇る世界遺産である「四国八十八箇所霊場と遍路道」での心のこもった「おもてなし」や、

世界中から多くの人々が集い、にぎわいを見せる「鳴門の渦潮」をはじめ、伝統や文化、自然、

産業などあらゆる分野で洗練された宝が地域の魅力として輝きを放っており、世界中から「徳島

らしさ」を求める旅行者を惹きつけ、リピーターを増やしています。
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・ユニバーサルデザインの考え方やＩＣＴの恩恵が浸透した地域社会では、子どもから高齢者まで

県民誰もがいきいきと活動し、安全・安心で快適・便利な暮らしを送っています。

・差別とは無縁の人間らしい生活を送ることができる経済・社会のあり方は、“ダイバーシティ

ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ”として世界のスタンダードに躍進しており、世界中の人々を惹きつけ、

「ＴＯＫＵＳＨＩＭＡに生まれてよかった、来てよかった、住んでよかった」と実感しながら

生活しています。

・「人口減少社会」を正面から受け止め、”県を挙げて”「人口減少の克服」と「東京一極集中の是

正」に取り組み、２０６０年に本県の人口“６０万～６５万人超”を確保しています。

「とくしま人口ビジョン」（素案）

（出典）徳島県「とくしま人口ビジョン（素案）」
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Ⅲ 中期プラン編（手の届く未来である「10年程度先」を見据えた「近未来の成長戦略」）

第１ 目指すべき姿（10年程度先）と施策の方向性

計画の基本理念に基づき将来ビジョンを実現するために、手の届く未来である
「10年程度先」を見据えた5つの「目指すべき姿」の創造を目指します。

Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
１「いきいき子育て・とくしまづくり」
２「未来を拓くひとを育む・とくしまづくり」
３「いきいき自立・とくしまづくり」
４「みんなの個性が彩る・とくしまづくり」
５「一人ひとりが主役の・とくしまづくり」

Ⅱ 安全安心とくしまの創造
１「みんなで守る・とくしまづくり」
２「強くしなやかな・とくしまづくり」
３「くらし安心・とくしまづくり」
４「安心医療・とくしまづくり」
５「健康アップ・とくしまづくり」

Ⅲ 環境先進とくしまの創造
１「未来へつなぐ環境首都・とくしまづくり」

２「自然エネルギー立県・とくしまづくり」

３「潤いあるくらし環境・とくしまづくり」

４「人と自然が調和する・とくしまづくり」

５「豊かな森林を守る・とくしまづくり」
も り

Ⅳ 経済好循環とくしまの創造
１「経済加速・とくしまづくり」
２「イノベーション立県・とくしまづくり」
３「いきいきしごと・とくしまづくり」
４「挑戦するブランド・とくしまづくり」
５「新次元林業・とくしまづくり」

Ⅴ 世界へはばたくとくしまの創造
１「にぎわいひろがる・とくしまづくり」
２「世界とつながる・とくしまづくり」
３「文化創造・とくしまづくり」
４「スポーツはばたく・とくしまづくり」
５「創造的なまちが輝く・とくしまづくり」



- 18 -

Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
１ いきいき子育て・とくしまづくり

みんなで子育て協働支援社会

◆ 子育てについて、親子がともに学び・育つ環境が整うなど、社会全体で子育てを支援する気運が
高まり、地域の子育て力が充実しています。

◆ 結婚や子育て、地域活動に積極的な若者が増え、街には子どもの声があふれ、いきいきとした
地域社会が実現しています。

◆ 誰もが希望する質の高い幼児教育・保育サービスを受けることができるとともに、子どもたちは
放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行っています。

◆ 子育て家庭に対する支援や、仕事と家庭が両立しやすい仕組みが整っています。

◆ 男女とも、結婚や出産に関する希望が叶い、安心して子どもを生み育てられる社会が実現して
います。

◎ 子育てを家庭だけの問題にとどめず、地域社会、行政、企業といった社会全体で支え合っていく
「子育て協働支援社会」を目指します。

◎ 若者に対し、｢結婚や子育て、地域活動が人生を豊かにする｣という考え方の浸透を図るとともに、
県内企業・団体間の「婚活支援ネットワーク」を構築し、地域の実情に応じた男女の出逢いの場
づくりを進めます。

◎ すべての子どもを対象として、適切な保育や必要な幼児教育を提供するとともに、放課後の
安全・安心な子どもの生活の場と、多様な体験・活動を行う機会の確保を図ります。

◎ 乳幼児等の病気の早期発見・早期治療や、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることにより、
安心して、子どもを生み育てることのできる社会づくりを実現します。

◎ 育児不安解消に向け、すべての子ども・子育て家庭を対象として、子育てに関する相談・情報提供、
育児疲れや子どもが病気にかかった時の一時預かりなど、地域の実情や子育て家庭のニーズに応じた、
多様かつ総合的な子育て支援を行うことにより、子育ての負担を軽減します。

◎ 父親が子育てに積極的に参加できるよう、子育てを支援する職場環境の整備や、多様な就労形態を
選択できる社会を目指します。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
2 未来を拓くひとを育む・とくしまづくり①

特色と魅力のある教育環境

◆ 電子黒板・タブレット端末等のＩＣＴ機器を活用した教育が浸透するとともに、高速ブロードバンドを
活かした授業環境が整備され、すべての子どもたちが主体的に学習に取り組むことによって、
基礎的・基本的な知識・技能はもとより、思考力・判断力・表現力等の「確かな学力」を育み、
いきいきと学校生活を送っています。

◆ 専門的な教育や、高度な産業教育を受けることができる学習環境が整い、産業界において即戦力となる
優秀な人材や、大学においてさらに専門性を探究する人材が育成されるとともに、少子高齢化の進行や
グローバル化の進展等、社会状況の変化に対応した教育が、県内各地で総合的に展開されています。

◆ 各高等学校が「地域の教育・文化の創造拠点」となって、魅力ある学校づくりの推進や地域との
連携強化が図られており、全国、そして世界で通用する将来のリーダーを育成しています。

◆ 児童生徒一人ひとりにとって、「心の居場所」となる、魅力のある楽しい学校づくりが行われて
います。

◎ 教育、学術及び文化の振興に関する施策を総合的に推進するため、「総合教育会議」を設置し、
教育の目標や施策の根本的な方針となる「大綱」を策定し、推進を図ります。

◎ ＩＣＴを活用した授業実践など、教育のあらゆる場面でＩＣＴを活用できるよう、教員研修を
充実させるとともに、テレビ会議システム等を活用した教育活動を推進します。

◎ すべての小・中学校において、少人数学級編制や少人数指導の充実を図ります。また、小学校
英語専科教員の配置を進めることなどにより、教育の質を高め、児童生徒に対するきめ細やかな
教育を推進します。

◎ 生徒や保護者が、一貫した学習環境のもとで学ぶ機会を選択できる中高一貫教育のさらなる充実
とともに、小・中学校が連携した教育の展開など、児童生徒一人ひとりの個性や創造性を伸ばす
教育活動のより一層の充実を図ります。

◎ 活力と魅力ある教育活動を展開していくために、高校再編を推進します。また、地域に根ざし、
地域を活性化する教育を展開するため、時代に応じた学科再編や新学科の設置を行うとともに、
技術革新の進展や産業構造の変化が進む中、産業教育の活性化と農工商連携による６次産業化に
対応した教育を展開します。

◎ 各高等学校が全国、そして世界を目指す徳島ならではの取組みや研究活動を展開することにより、
特色ある教育活動のレベルアップを図ります。

◎ 児童生徒のいじめ・不登校や問題行動等の解決を図るため、教員をはじめ教育に携わる多様な関係者
一人ひとりが、より一層連携し、やさしさや思いやりを育む豊かな教育を推進します。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
2 未来を拓くひとを育む・とくしまづくり②

郷土愛に満ち自立したたくましい子供たち

◆ 学校・家庭・地域の連携により地域の教育力が高まっている中、子どもたちは、優れた芸術や
伝統芸能などにふれたり体験することで、郷土への誇りを持ちながら豊かに学び、主体的に
夢や希望を見つけることができる環境が整っています。

◆ 規範意識や公共の精神、思いやりなどの心とともに、｢ふるさと徳島｣への誇りと愛着を併せ持った、
地域の活性化・発展に貢献する人材が育っています。

◆ 子どもたちが、積極的に運動に親しむ習慣や、郷土の食材を生かした望ましい食習慣を身に付け、
「健やかな体」で活き活きと活動しています。

◆ 児童生徒が英語等によるコミュニケーション能力を身に付け、世界の動きに関心を持ち、
国籍や年代を超えた多様な交流活動を行うなど、国際的視野に立って行動できるグローバル人材が
育っています。

◆ 児童生徒一人ひとりの社会的・職業的自立に向けた、発達段階に応じたキャリア教育の推進により、
すべての子どもたちが、自分自身の将来を見据え、社会人としての夢をいきいきと育んでます。

◎ 地域住民やＮＰＯ法人、地元で活躍する音楽家や芸術家など多様な人的資源を活用した
地域の教育支援体制づくりを進めるとともに、地域の自然や伝統芸能を体験する機会を充実させる
ことにより、子どもたちの夢を育み、郷土を愛する心を育てます。

◎ 学校の教育活動全体を通じた道徳教育を推進するとともに、学校・家庭・地域が連携し、
人、社会、自然との関わりを生かして、児童生徒の豊かな心を育成します。

◎ 運動機会を増やす環境づくりや運動部活動の充実、地域の特色を活かした食育を展開するなど、
望ましい生活習慣の定着を図ります。

◎ 英語教育のさらなる充実や、児童生徒のコミュニケーション能力を高めるとともに、体験的学習
などを通して、自国と外国の文化の違いを認め合うなどの国際的な視野を養い、自ら積極的に
行動できる児童生徒を育成します。

◎ 学校･家庭･地域が連携し、職業体験や就業体験等のキャリア教育を推進することにより、
児童生徒が、将来、社会人・職業人として自立することができる力の育成を図ります。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
2 未来を拓くひとを育む・とくしまづくり③

個性がひらく特別支援教育

◆ 障がいのある人とない人が共に学び、児童生徒一人ひとりの発達段階等に応じた教育的ニーズ
に応える連続性のある教育環境が整い、教員は、専門性の向上が進み、障がいの重度・重複化、
多様化に対応した指導・支援が可能となっています。

◆ 障がいのある生徒の｢自立と社会参加｣を進めるため、関係機関が連携する総合的な支援体制が
構築され、知的障がいや発達障がいのある生徒が、自立に向けて、専門教育や事業所等での就業
体験により、自分自身の能力や可能性を高めながらいきいきと成長しています。

◎ 共生社会の形成に向けた｢インクルーシブ教育システム｣構築のため、通常の学級や特別支援
学級、特別支援学校など「多様な学びの場」の充実を進め、各学校が連携し、一人ひとりの
教育的ニーズに、より的確に応える体制を整えます。

◎ 教育、医療、保健、福祉、労働等の関係機関が連携を強化し、特別支援学校のセンター的機能
を充実させるとともに、特別支援教育に携わる教員の専門性の向上を図り、県下全域における、
きめ細やかな特別支援教育を推進します。

◎ 障がいのある生徒の就労促進のため、企業の障がい者雇用への理解を推進するとともに、
生徒の就労意欲や技能向上を図るなど、特別支援学校生徒の自立のための取組みを強化します。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
2 未来を拓くひとを育む・とくしまづくり④

青少年はつらつ社会参画

◆ 学校や地域など様々な場所において、将来の夢を育むために必要な知識・経験を得ることができる
活動や交流の場があり、青少年が自らのアイデアや感性を生かし、起業やソーシャルビジネス、
国際交流、ＮＰＯ、ボランティア活動など、多様な形態で主体的に活動しています。

◆ 若者の意見を政策に活かす仕組みが構築され、若者が地域社会に参画し、いきいきと活躍して
います。

◆ 学校・家庭・地域が連携し、県民挙げて青少年の非行や被害を防止する気運が高まり、
あらゆる大人が子どもたちを見守り、支援する体制やネットワークが整い、子どもたちは健やかに
成長しています。

◎ 「青少年の健全な育成に関する基本計画」に基づき、青少年施策を総合的かつ計画的に推進
します。

◎ 高校や大学・専門学校と連携し、起業やソーシャルビジネス、ＮＰＯ、ボランティア活動などに
つながる授業・講座を開設するとともに、青少年活動の拠点施設である青少年センターにおいて、
様々な活動・体験に加え、あらゆる世代の人々と交流できる機会・場を提供することにより、
青少年の自主的な活動を促進します。

◎ 携帯電話やＩＣＴを活用したコミュニケーション手段の利活用や、若者の審議会等への登用を
促進することにより、若者の考えを政策に活かしていきます。

◎ 青少年の育成や非行・被害防止、また自立に困難を有する若者を支援するため、地域における
多様な担い手を養成するとともに、子ども・若者の支援ネットワークづくりを進めます。

◎ 青少年に有害な環境を浄化するため、「青少年健全育成条例」を適正に運用するとともに、
携帯電話やインターネット等による被害から青少年を守る取組みを推進し、青少年自らの
適正利用に向けた啓発に努めます。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
３ いきいき自立・とくしまづくり①

心豊かな長寿社会

◆ 「長寿先進県」として、すべての県民が安心して高齢期を迎えられ、生涯にわたり健康で生きがいを
持ち続けながら、安心して暮らせる社会が実現しています。

◆ 高齢者がこれまで培ってきた、｢知識｣、｢経験｣、｢能力｣を活かし、地域社会を支える新たな担い手
「地域を支える主役」として活躍しています。

◆ 「学び」・「実践」・「貢献」にチャレンジする「元気高齢者」が増え、「生涯現役」で活躍して
います。

◆ 医療や介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で自分らしさや生活の質を保ちながら、
多様なニーズに対応した質の高い医療・介護サービスが提供されています。

◎ 地域の課題や高齢者のニーズを的確に反映し策定した、新たな「とくしま高齢者いきいき
プラン（第６期徳島県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画）」に基づき、豊かな長寿社会
づくりのための高齢者施策を推進します。

◎ 高齢者が創造的で心豊かな生活を送るため、高齢者自らが描いたライフプランやニーズに応じた
生きがいづくりを支援するとともに、それぞれの地域で、様々な地域福祉に関わる活動を指導する
リーダーを養成します。

◎ 価値観の多様化や社会状況の変化に対応し、高齢者の新たな知識・技術の習得のため、多様な
学習機会を創出するとともに、多くの高齢者が、社会貢献活動や就労など、多様な形で「地域を
支える主役」となり、「生涯現役」で活躍していただくための支援を行います。

◎ 医療や介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で安心して生活を送るため、医療と介護が連携した
切れ目のない在宅医療・介護サービスの整備を行います。

◎ 介護職員の更なる処遇改善や職場環境改善の促進に加え、イメージアップ戦略の展開により、
介護人材の育成・確保を図るとともに、質の高い介護サービスを提供するため、介護サービス
従事者の専門性や介護技術の向上を図ります。

◎ 教育委員会及び関係団体等と連携し、中高生が介護の大切さを理解し、「介護体験」ができる
機会の提供を行います。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
３ いきいき自立・とくしまづくり②

障がい者が自己実現できる社会

◆ すべての県民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い
ながら、障がいのある人とない人が、お互いに支え合って交流・活動するなど、地域で共に安心して、
活き活きと暮らせる「共生社会」が実現しています。

◆ 障がい者が、自らの能力や障がい特性に応じて働く場を確保できるとともに、自らが選んだ地域で
安全・安心に暮らし、社会の中で自立して生活することができるよう、就労支援、地域移行・地域生活支援、
コミュニケーション支援等の必要なサービス提供体制が整備されています。

◆ 障がい者を支援する多くのスタッフが相互に連携し、障がい特性に合った支援を進めることで、
障がい者が自ら描いたライフプランが実現しています。

◆ 県民のすべてが「発達障がい」を正しく理解し、発達障がい者が仕事を持って、日々充実した
暮らしを送っています。

◎ 障がいを理由とする差別の解消を進めるとともに、障がい者にとって一層の権利擁護の推進を
図ります。

◎ 障がいのある人とない人との交流の一層の促進や、積極的な意識啓発などにより、障がい及び
障がい者に対する県民理解を促進するとともに、特に｢障がい者交流プラザ｣の効果的な活用による、
スポーツや芸術・文化活動等を通じた社会参加と交流を促進します。

◎ 障がい者が多様な特性に応じ、優れた能力を発揮することにより、自立と社会参加を進めるとともに、
地域貢献などさらなる活躍の機会を創出します。

◎ 障がい者の職業的自立を支援するため、事業主をはじめ県民への意識啓発や、職業能力開発の場を
確保します。

◎ 障がい者の地域の中での自立と社会参加を促進するため、関係団体と連携しながら、就労支援
事業所等で生産された製品のブランド化や販路開拓を進め、さらなる工賃アップを図ります。

◎ 障がい者の地域生活の核となるグループホームの整備や、地域生活を支える相談支援、
緊急時２４時間サポート体制等の整備、さらには、障がい者の地域生活を支援する機能を集約した
地域生活支援拠点の整備を促進します。

◎ 障がい者を総合的に支援できる人材を養成するため、現場のニーズを踏まえた実践的な研修を
実施します。

◎ 地域の実状に応じた、きめ細かな支援を行うため、｢発達障がい者総合支援ゾーン｣及びサテライト
における専門的な相談支援・就労支援の充実を図ります。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
３ いきいき自立・とくしまづくり③

みんなが快適ユニバーサル社会

◆ 障がいの有無、年齢、性別等にかかわらず、多様な人々が利用しやすい社会を実現する取組みが
進められています。

◆ 高齢者、障がい者をはじめ、国籍等を問わず、誰もが自由に社会参加できる「ユニバーサルな
まちづくり」が進み、安全・安心で快適な施設整備が促進されています。

◎ 「とくしまユニバーサルデザイン県民会議」を通じて、県民、事業者、行政の各主体が
緊密に連携・協働し、それぞれの役割に応じて、積極的かつ主体的に、ユニバーサルデザインの
推進に向けた取組みを実践します。

◎ 県民及び事業者の意識高揚と知識普及を図るため、ユニバーサルデザインの先駆的・モデル的取組み
について表彰するなど、啓発活動を推進し、すべての人が暮らしやすい社会の実現を目指します。

◎ 全ての人々が安全に安心して暮らせるよう、歩道等の整備や、事故危険箇所における交通安全対策を
推進するとともに、誰もが利用しやすい公共交通機関を実現するため、利便性、快適性の向上を
図ります。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
３ いきいき自立・とくしまづくり④

心通いあう温かな地域

◆ 地域の住民どうしが、お互いを大切な存在として、助け合いながら「地域づくり」を行うことで、
｢地域の絆｣が一層深まり、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者、障がい者等が、住み慣れた地域で
より安心して生活をしています。

◆ 県民一人ひとりの動物愛護意識の高揚・浸透により、人と動物がともに暮らせる地域社会が
実現しています。

◎ 誰もが共に支え合い、安心して暮らせる地域社会を実現するため、｢徳島県地域福祉支援計画｣
に基づき、市町村、地域住民、事業者、福祉活動団体が連携しながら地域福祉の推進を図ります。

◎ 地域社会から孤立しがちなひとり暮らし高齢者等が、住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、
日常的な見守り体制の充実強化を図るとともに、地域住民が認知症について理解し、地域全体で
認知症高齢者を支えていくための支援の充実を図ります。

◎ 高齢期を迎えても生活の質が維持できるよう、介護予防の普及啓発や介護予防リーダ－の養成など、
介護予防に重点を置いた健康づくりを推進します。

◎ 県民が障がいへの理解と認識を深め、みんなが助け合って生活できるよう、手話や要約筆記等の
専門的知識・技能を有する各種人材の育成や、スポーツ活動など生きがいづくりの支援を進める
ことにより、地域における障がい者支援を推進します。

◎ 認知症高齢者や知的障がい者等、判断能力が十分でない方の日常生活の自立支援や権利擁護を
図るとともに、生活保護受給者をはじめ生活困窮者の自立を促進するため、ハローワーク等
関係機関と連携して就労支援を推進します。

◎ 関係団体やボランティアと協力し、犬・猫の譲渡の推進、動物ふれあい活動等を通じて、県民が
身近な動物への関心・理解を深め、人と動物が強い絆でともに暮らす地域づくりを推進します。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
４ みんなの個性が彩る・とくしまづくり①

すべての人の人権が尊重される社会

◆ 県民一人ひとりが、生命の尊さや人間の尊厳を認識し、性別や国籍の違い、障がいの有無や、
どこで生まれたかなどにかかわりなく、自分がかけがえのない存在であること、また、
他人もかけがえのない存在であることを実感し、それぞれが個性や能力を十分発揮できる
「人権が尊重される社会」が実現しています。

◆ 学校・家庭・地域が連携し、日常生活の様々な機会を通じ、多様な主体が自主的に参画する
交流学習・体験活動や、次代を担う若者が中心となった人権教育啓発が活発に行われ、
一人ひとりを大切にする心が県民に定着しています。

◎ 国、市町村、ＮＰＯ等と連携を図りながら、県民の人権意識の高揚と様々な人権問題の解決に向けて、
「徳島県人権教育・啓発に関する基本計画」を着実に推進します。

◎ 県の人権教育啓発推進の中心的拠点である｢人権教育啓発推進センター（あいぽーと徳島）｣において、
県民一人ひとりの生活と深くかかわり、自分の課題として認識を深めるために、人権尊重の視点から
身近な問題を考える人権教育啓発事業や相談等を行い、人権尊重の社会づくりを進めます。

◎ 人権フェスティバルなどを開催することにより、誰もが気軽に参加でき、明るく楽しい雰囲気の中で、
多くの県民に様々な人権問題を自分の問題として考えてもらうための機会を設けるとともに、
人権に関わるＮＰＯ等の民間団体の育成を図り、官民一体となった人権啓発を実施できるよう、
県内の民間団体など多様な主体が企画、実施する自主的な取組みを支援します。

◎ 「徳島県人権教育推進方針」に基づき、幼児児童生徒の発達段階を踏まえ、計画的・系統的な
人権教育の推進・充実を図るとともに、生涯学習の視点に立ち、学校・家庭・地域が連携して、
人権に関する多様な学習機会の提供に取り組みます。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
４ みんなの個性が彩る・とくしまづくり②

男女共同参画とＤＶや児童虐待のない社会

◆ ｢男女共同参画社会の形成は、男女を問わずすべての人にとって、より暮らしやすくなるものである｣
という理解が浸透しています。また、性別により差別されることがなく、個性や能力を発揮できる
社会になっています。

◆ 多様な生き方を選択できる環境が整い、男女とも仕事と家庭生活、地域活動が両立可能となることで
地域が活性化するなど、ますます女性の活躍が促進され、地域における重要な方針や計画等を決定する場
においても、男女が共同して積極的に参画し活躍しています。

◆ 配偶者等からの暴力や児童虐待のない社会が実現し、住み慣れた地域で安心して生活することが
できています。

◎ 地域において、男女共同参画の取組みが浸透するよう、男女共同参画の推進に関する新たな基本計画を
策定し、その着実な推進を図ります。

◎ 「ときわプラザ（男女共同参画交流センター）」において、相談機能・研修機能を拡充・強化
するとともに、男女共同参画を地域で推進する「地域活動リーダー」を育成します。
また、｢地域活動リーダー｣の活躍により、すべての市町村において、男女共同参画の視点を導入した
地域活動の取組みを進めます。

◎ 女性が多様な分野に参画できるよう、フォーラムの開催等により、｢ワーク・ライフ・バランスの推進｣や
｢子育て支援｣、｢男性の家事育児参加の促進｣など、社会全体の意識改革を推進します。

◎ 女性に対するあらゆる暴力の根絶や配偶者等からの暴力の防止を図るため、若年層を対象とした
啓発事業などを推進するとともに、被害者の救済・自立を図るためにも、関係機関等との連携強化や
民間団体の活動支援といった地域と協働した取組活動を充実します。

◎ 関係機関等が連携して児童の支援・保護を行う｢市町村要保護児童対策地域協議会｣の活動を支援し、
児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応に努めます。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
５ 一人ひとりが主役の・とくしまづくり①

ニーズを捉える充実した生涯学習環境

◆ 県民ニーズを捉えた講座等の充実に加え、人生の多様な時期に多彩な方法で学習可能な環境が
整備されており、学んだ成果が講師やボランティア活動等を通じて積極的に地域社会に還元され、
さらなる生きがいづくりや地域活性化につながっています。

◆ 個人の生きがいやニーズに基づいた学びに加え、地域社会のあり方や防災といった社会的課題の
解決のための学びをはじめとする多様な学びの場が増え、活気ある地域づくりにつながる生涯学習が
行われています。

◆ 食が大切に考えられ、食に関する正しい知識・技術が身に付き、県産野菜をはじめ地元の
農林水産物を活用した健全な食生活が定着することにより、健康増進が図られているとともに、
和食や郷土食、行事食などの食文化や豊かな自然環境に対する理解と関心が深まっています。

◎ ｢徳島県立総合大学校（まなびーあ徳島）｣において、高等教育機関や企業、ＮＰＯ、市町村等の
関係機関との連携を一層推進し、生涯学習情報のワンストップでの提供や、県民ニーズや社会潮流を捉えた
講座の充実により、県民の生涯学習活動を総合的に支援します。

◎ 多岐にわたる各種講座やイベントの情報をスピーディに発信することにより、誰もが、いつでも、
どこでも学ぶことができる機会を提供します。

◎ 豊かな自然環境の中で育まれた多様な食材に恵まれ、生産者と消費者の距離が近いという
本県の特性を活かし、関係者が一体となって、野菜摂取の啓発をはじめとする県民運動としての
食育を推進します。
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Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
５ 一人ひとりが主役の・とくしまづくり②

みんなで担う共感と協働による社会

◆ 様々な分野において、行政とＮＰＯ・地域住民等との連携・協働による｢共助社会づくり｣が
一層推進され、地域住民等が身近な社会資本の維持管理等を担っており、県民・企業等は、社会
貢献への｢志｣を実現するため、活発な寄附により、本県の多様な社会貢献活動を支えるとともに、
積極的に活動参加をしています。

◆ ＮＰＯ等の社会貢献活動団体では、資金調達をはじめとするマネジメントのノウハウを備えた
人材を育成し、自立した団体として継続的に事業を展開して地域社会の課題解決に取り組んで
います。また、地域の人を雇用し、収益を上げ、その収益を社会貢献活動に充てる事業型ＮＰＯ
の取組みにより、新たな市場の創出・拡大が図られています。

◆ 農山漁村では、企業、ＮＰＯ等が美しいふるさとを守るため、農作業や保全作業等を
地域住民との「協働」で行っています。また、相互の交流が進み、強い絆で結ばれています。

◎ 「とくしま県民活動プラザ」による支援の充実・強化により、ＮＰＯ法人等の自立や、
県民の社会貢献活動への参加を促進するとともに、「ゆめバンクとくしま」のＰＲなどを通して、
本県の寄附文化の醸成や事業型ＮＰＯへの展開支援を行います。

◎ これまでの道路、河川などにおけるアドプトプログラムや、地域でのボランティア活動の取組みを
さらに発展させ、地域住民等が主体的に社会資本の維持管理等に参加できる仕組みを整えます。

◎ 農山漁村と都市部の組織や住民を結びつけ、協働活動により農山漁村の活性化を図ります。
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Ⅱ 安全安心とくしまの創造
１ みんなで守る・とくしまづくり①

充実・強化する危機管理体制と防災教育

◆ 県、市町村をはじめ、自衛隊・警察・消防等の関係機関、医療機関、福祉関係者などの連携により、
災害や危機事象に的確に対応できる危機管理体制が整っています。

◆ 消防の広域化及び消防団員の確保により、県民が安心して暮らせる消防力が整備されており、
学校と地域の連携のもと、児童・生徒の発達段階に応じた防災教育が行われ、将来、地域や
事業所における防災リーダーとなる人材が育成されています。

◆ 住民の防災意識が高まり、自主防災組織を核とした住民中心の防災活動が活発に行われ、
災害発生時の避難や救出救助活動などが円滑に行えるようになっています。

◆ 地域、学校、家庭、関係機関の連携が深まり、防犯・交通安全はもとより、防災対策の取組みが
総合的、効果的に行われ、それぞれの地域で子どもの笑顔があふれています。

◎ 国民保護共同訓練等を実施し、県、市町村をはじめ、消防・警察・自衛隊等の関係機関、
ライフライン事業者との連携強化を図るなど、危機事象への対応能力の向上を促進します。

◎ 消防組織の統合や消防指令センターの共同化、消防常備化などを促進し、市町村の消防体制の
充実強化を図るとともに、女性や若者、少年少女も参加して、消防団活動を地域ぐるみで支える
「未来の消防団」づくりを支援し、団員の確保を図ります。

◎ 各学校では、地域と連携した防災教育を推進し、地域全体で防災教育に取り組む体制づくりや、
防災を担う人材育成に取り組みます。

◎ 南部防災館と連携し、研修や講座を実施することにより、自主防災組織の能力向上や次世代の
防災活動の担い手育成を図ります。

◎ 地域住民の参画により学校安全を総合的に支援する体制を整備し、子どもの安全・安心の確保を
図ります。
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Ⅱ 安全安心とくしまの創造
１ みんなで守る・とくしまづくり②

向上する地域防災力

◆ 自主防災組織や防災リーダー等が主体的に地域の防災活動に取り組み、県全体の地域防災力が
強化されています。

◆ 地域の良質な社会資本の整備や維持・更新をはじめ、災害時には救援活動や応急復旧活動を担う
建設産業が、中長期的な担い手の育成及び確保などにより健全に発展し、地域の防災力の向上が
図られています。

◆ 県域を越えた災害応援などの取組みにより、南海トラフ巨大地震や複数の災害が同時または
時間をおいて発生することによって起こる複合災害など、広域的な災害に対応する体制が整備
されています。

◆ 災害関連死をはじめとする「防ぎ得た死」をなくすため、医療や防災関係者だけでなく、住民・企業など
地域ぐるみによる平時と災害時のつなぎ目のないシームレスな医療提供体制が構築され、
要配慮者をはじめとする被災者の安全・安心に寄与しています。

◆ 災害時の医療救護活動を専門的に行う｢災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）｣や｢災害時コーディネーター｣
に加え、こころのケア活動を専門的に行う｢災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）｣の養成が行われるなど、
災害時における医療提供体制やこころのケア体制の確保が図られています。

◎ 国の「大規模地震防災・減災対策大綱」を踏まえ、県民総ぐるみで地震への防災意識の向上や
防災訓練の実施、ＦＣＰ（家族継続計画）の普及をはじめとする自助・共助の取組強化といった
地震防災対策を推進するとともに、大規模災害に備え、広域的な応援活動が円滑に行われるよう、
新たな防災拠点の整備に取り組むなど、ソフト・ハード両面から必要な防災・減災対策を推進します。

◎ 自主防災組織の活動活性化や、地域や企業における防災リーダーの養成・活動支援とともに、
災害ボランティアの活動環境の整備を促進します。

◎ 地域防災を支える建設産業が、健全に発展し地域防災力が向上するよう、建設産業の魅力を発信する
とともに、技術者育成や経営基盤強化を支援します。

◎ 広域的な大規模災害に備え、関西広域連合及び中国四国ブロックとの一層の連携強化に努め、
災害対応能力の向上を図るとともに、同時被災の可能性が低い鳥取県との強固な協力体制を構築
します。

◎ 「戦略的災害医療プロジェクト」において、「基本戦略」の策定など、得られた成果を戦略的な
災害医療パッケージとして取りまとめた上で、県下に普及させ、全国に発信します。

◎ 「ＤＭＡＴ」、「災害時コーディネーター」、「ＤＰＡＴ」の養成に積極的に取り組むことにより、
災害時における医療提供体制やこころのケア体制の整備・充実を図ります。
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Ⅱ 安全安心とくしまの創造
２ 強くしなやかな・とくしまづくり

県土強靭化の進展

◆ 木造住宅や民間建築物、公共施設や病院などの耐震化の進展により、安全・安心な住生活環境の確保や、
災害時の防災拠点としての整備がなされ、「地震に強いとくしま」が実現しています。
また、公共施設等については、適切な維持管理のもと、必要な機能が維持され、県民の安全・安心が
確保されています。

◆ 洪水、高潮や地震・津波、土砂災害などによる被害を未然に防ぐための河川・海岸・砂防・
治山や道路などの整備が着実に推進されるとともに、県民の防災意識が高揚し、安全・安心が
図られています。

◆ 災害時における危険箇所の周知を行うとともに、雨量や河川水位、避難情報などの防災情報が
リアルタイムに県民に届くことで、迅速な初動対応が可能となり、人命に関わる被害の軽減が
図られています。

◆ 災害に強い情報システム・ネットワークの整備により災害情報が県民や事業者に円滑に
提供されるなど、情報化の進展に応じた防災情報提供体制の整備に加え、速やかな農業・漁業の再開が
可能となる体制の整備や、必要最低限の電気・工業用水の供給確保、早期復旧が図られているなど、
本県の業務継続性の確保はもとより、災害からの迅速な復旧・復興が可能となっています。

◎ ｢徳島県国土強靱化地域計画｣に基づき、大規模自然災害が発生しても、｢致命的な被害を負わない強さ｣と
｢速やかに回復するしなやかさ｣を持った「県土の強靱化」を推進します。

◎ 木造住宅の｢耐震診断｣・｢耐震改修｣支援に加え、県の施設・病院等の耐震化や、救急救命・防災活動等を支援する
インフラ整備、既存施設の長寿命化を計画的に進めるとともに、河川堤防・海岸保全施設等の嵩上げ・耐震化等や、
河川改修などの重点的な実施、砂防・治山・地すべり防止施設等の整備、鉄道高架事業を推進します。
また、救急救命や防災活動等を円滑に行えるよう、四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）や

阿南安芸自動車道の整備促進、｢暫定２車線区間の解消｣や｢津波避難施設の設置｣といった高速道路
ネットワークを賢く使う取組みに加え、四国新幹線実現に向けた取組みなど高速交通ネットワークの
整備推進を図るとともに、主要幹線道路の異常気象時における事前通行規制区間解消に向けた
道路整備や、集落孤立防止のための生命線道路・代替路の整備を推進します。

◎ ｢土砂災害防止法｣に基づく基礎調査結果を迅速に公表し、危険箇所の周知や｢土砂災害警戒区域｣の
指定推進により、防災意識の啓発や警戒避難体制の構築を図るとともに、山地防災ヘルパーによる
山地災害危険地区の調査・点検パトロールの推進や山地災害の情報収集の強化に向けた体制強化を
推進します。

◎ インターネットや携帯メールなど多様なツールによる県民への情報発信機能の充実に加え、
情報通信ネットワークの整備や安定運用の推進、行政等関係機関における災害対応に必要な情報を
共有する通信手段の確保・充実とともに、県民等に提供するシステムの整備・運用を図ります。
また、主要なシステムを集約した基盤を、県庁舎と外部のデータセンターに二重化することにより

リスクを分散し、災害時における業務の継続性を確保するとともに、有事における海上情報通信体制の
充実強化を図るため、漁業無線のネットワーク化を推進します。
さらに、迅速な復旧・復興を図るため、実地訓練等を通じて、農業版ＢＣＰの実効性の向上を図り、
漁業版ＢＣＰの策定を進めるとともに、電気・工業用水の地震対策や老朽化対策、地籍調査を
計画的に推進します。
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Ⅱ 安全安心とくしまの創造
３ くらし安心・とくしまづくり①

食の安全安心確保と消費者被害の防止

◆ 適切な表示や加工履歴の管理を行う食品加工業者等に対する認証制度の浸透に加え、
食品の製造から販売までの各段階における監視指導等により、「生産活動の見える化」が進み、
食品の信頼性・安全性が確保されることで、「安心」した食生活を送ることができる社会が
実現しています。

◆ 農業者は、ＧＡＰ（農業生産工程管理）の導入・実践により安全な農産物を生産するとともに、
生産に係る情報が、流通・販売業者によるトレーサビリティの情報と併せて開示されることで、
消費者は安全な農産物を安心して購入できるようになっています。

◆ 幼少期から高齢期まで、自立した消費者となるための学習機会が充実し、誰もが気軽に消費生活相談が
できる環境や、地域におけるくらしの見守り体制も整い、消費者被害のない安全・安心な社会が
実現しています。

◎ 食品表示の監視指導の強化やリスクコミュニケーションの推進とともに、全国に先駆けた
食品表示関係条例の施行により、食品の「生産活動の見える化」を図り、県民の食に対する
信頼確保を図ります。

◎ 「鳴門わかめ」をはじめとする県産農畜水産物の認証制度の拡大・浸透を推進するとともに、
「徳島県食品衛生監視指導計画」に基づき、食品に係る関係部局が連携した監視指導等を実施し、
県民の健康保護と食の安全・安心の推進を図ります。

◎ ｢日本農林規格（ＪＡＳ）｣等取得の推進や獣医療の体制を整備することで、安全・安心な畜産物の
生産拡大を図るとともに、新規就農者や若い農業者等を中心に、｢とくしま安2ＧＡＰ農産物｣認証制度の推進、
エコファーマーの育成及び有機農業等の支援に取り組み、とくしまブランドの認知度向上と生産・販路の
拡大を図ります。

◎ 消費者教育用学習教材の作成・普及、出前講座の講師派遣のほか、くらしに役立つ情報を
様々なチャンネルを通じて発信していくとともに、市町村の消費生活センター相談員や窓口担当者の
資質向上への支援による相談体制の強化に加え、｢くらしのサポーター｣の拡充や若年層の社会参加の
促進により、地域の見守り体制の充実に努めます。
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Ⅱ 安全安心とくしまの創造
３ くらし安心・とくしまづくり②

体感治安向上と交通マナー先進県

◆ 街頭や地域において、警察官やパトカーによるパトロールの頻度が増えるとともに、
地域の治安維持の活動拠点である警察施設（警察署、交番及び駐在所等）が整備充実され、
県民の体感治安が向上しています。

◆ 県民一人ひとりの防犯意識の高まりとともに、交通安全意識、交通マナーの向上によって、
犯罪や交通事故の少ない、幼児から高齢者まで安全で安心して暮らすことができる地域社会が
実現しています。

◎ 「安全安心とくしま」実現のため、「県民から見える警察活動」に取り組むとともに、治安情勢、
社会環境の変化や災害リスクに対応した警察署等の施設整備を進めます。

◎ 街頭犯罪等の発生状況を分析し、効果的な抑止対策を実施するとともに、県民の犯罪に対する
抵抗力向上を図るべく積極的な情報発信を行うなど、安全で安心なまちづくりを推進します。

◎ 「交通マナー先進県」を目指して、県民一体となった交通安全思想の普及・浸透を図り、
交通マナーの向上と交通ルール遵守に向けた運動を展開するとともに、高齢者を交通事故から守るため、
関係機関と連携しながら、総合的な高齢者交通事故防止対策を推進します。

◎ 全ての人々が安全に安心して暮らせるよう、歩道等の整備や、事故危険箇所における交通安全対策を
推進します。（一部再掲）












































































































































































































































































































































































































































